
重要事項説明書(介護老人保健施設入所) 

令和 7 年 4 月 1 日 

 

1 施設の目的と理念 

 当施設は、要介護状態と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の

趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように

するとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供することを

目的とする。 

 この目的に沿って、当施設では、以下のような理念を定めていますので、ご理解いただいた上でご利

用ください。 

 

≪神戸中央病院附属介護老人保健施設の理念≫ 

「利用者様の尊厳を守り、生活機能の維持向上を図り、早期の在宅復帰を目指して、安全で温もりのあ

るケアの提供に努めます」 

 

 
2 運営の方針 

①当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス

計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とさ

れる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。 

②当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、

原則として利用者に対し身体拘束は行わない。 

③当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の予防等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業員に

対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 

④当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療

福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において総合的サービス

提供を受けることが出来るよう努める。 

⑤当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごす事が出来

るようサービス提供に努める。 

⑥サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族代表者に対して療養上必要な事

項について、理解しやすいよう指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するように努め

る。 

⑦利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得

た利用者の個人情報については、当施設での看護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わ

ないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその家族代表者の了解を得る

こととする。 

⑧当施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、市町村介護保険事業計画の作成等のため

の調査及び分析等、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



3 事業所（法人）の概要 

① 事業者（法人）の概要 

名称 独立行政法人地域医療機能推進機構 

代表者名 山本 修一 

所在地 東京都港区高輪３丁目２２番１２号 

連絡先 電話（03）5791－8220  FAX（03）5791－8257 

② 事業所の概要 

施設名称 独立行政法人地域医療機能推進機構 

神戸中央病院附属介護老人保健施設 

所在地 兵庫県神戸市北区惣山町２丁目1番９号 

連絡先 電話（078）595－2323  FAX（078）595－2717 

事業所番号 2855080012号 

施設長氏名 松本 圭吾 

③ 施設の概要（構造） 

敷地 4,285.38㎡ 

建物 

構造 鉄筋コンクリート造 

延べ床面積 4,650.48㎡ 

利用定員 100名 

④ 施設の概要（居室） 

居室の種類 室数 面積 一人当たりの面積 備考 

２階  個室 10 160.7㎡ 16.07㎡  

  ２人室 2 60.3㎡ 15.08㎡  

   ４人室 9 329.34㎡ 9.12㎡  

３階  個室 10 160.7㎡ 16.07㎡  

  ２人室 2 60.3㎡ 15.08㎡  

   ４人室 9 329.34㎡ 9.12㎡  

 

⑤ 施設の概要（設備） 

設備 室数 面積 備考 

食堂 2 369.3725㎡ ２階：140.5925㎡ ３階：228.78㎡  

浴室 2 117.08㎡ 一般浴室：78.69㎡  特別浴室：38.39㎡ 

機能訓練室 １ 149.42㎡ 入所者等１人当たり床面積 1.15㎡ 

診察室 １ 12.6㎡  

静養室 2 24.32㎡ ２階：12.16㎡  ３階：12.16㎡ 

談話室 2 109.3㎡ ２階：54.65㎡  ３階：54.65㎡ 

 

⑥ 職員体制 

職種 職務内容 計 

施設長 施設に携わる職員の総括管理、指導等 1名 

医師 診断、治療等日常的な医学的対応 1名 

看護職員 看護全般、生活援助等 10名 

薬剤師 薬の調剤等 1名 

介護職員 医学的管理下の介護、生活援助等 24名 

支援相談員 入所の相談、指導等 2名以上 

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ 運動療法・作業療法・.言語療法の計画、実施、評価等 4名以上 



管理栄養士 
献立作成、栄養価計算、栄養指導等、栄養ｱｾｽﾒﾝﾄ及びﾏﾈｼﾞ

ﾒﾝﾄ等の栄養状態管理 
1名以上 

介護支援専門

員 

施設ｻｰﾋﾞｽ計画作成、要介護認定更新手続き 
1名以上 

事務職員 庶務、経理、施設療養費等の請求等事務全般 1名 

 

⑦ 事業計画及び財務内容について 

利用者及びその家族代表者にとどまらず全ての方に対し、求めがあれば閲覧することができます。 

 

4 施設サービスの内容と費用 

 

① 介護保険給付対象サービス 

種類 内容 

食事 

利用者の状況に応じて適切な食事介助を行います。 

朝食→ 8：00～ 9：00 

昼食→12：00～13：00 

夕食→18：00～19：00 

入浴及び清拭 
週2回の入浴又は清拭を行います。 

 ※寝たきり等の方は、機械浴も可能です。 

排泄 利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行います。 

整容等 

個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるように支援し

ます。 

寝たきり防止のため、離床に努めます。 

寝具シーツ交換は週1回実施します。 

機能訓練 
身体機能の低下防止のため、機能訓練指導員により利用者の状況

に適した機能訓練を行います。 

健康管理 
医師により適宜診察を行います。また、病状悪化や変化がある場

合は、協力医療機関に受診し、利用者の健康管理に努めます。 

レクリエーション等 
次のような娯楽設備を備えております。 

囲碁・将棋・輪投げ・玉入れ・カラオケ・演芸など 

相談及び援助 利用者及び家族代表者からのご相談に応じます。 

栄養管理 

利用者の栄要管理をするための食事の観察を定期的に行い、利用

者ごとの栄養状態、心身の状況及び嗜好を踏まえた食事の調整等

を実施します。 

口腔衛生管理 各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②  費用 

 サービスに要した費用のうち、「適用期間」に応じた「利用者負担の割合」欄に記載された割合分の

金額をお支払いいただきます。 

※ 食費・居住費について、利用者は申請により負担限度額を記した「介護保険負担限度額認定証」の

交付を受けている場合は、提示された月より減免率に応じた負担を徴収します。但し、ご提示がな

い場合は適応がないため、請求時に自費（10割負担）扱いとなります。 

※ 保険料の滞納等により、本施設に直接介護保険給付が行われない場合がありますので、その場合、

料金表の利用料金全額をお支払いいただきます。利用料のお支払い確認後、領収書を発行いたしま

す。 

※ 医療機関へ入院された場合は、介護保険給付対象外サービスの利用分を請求します。 

※ 領収書は、医療費控除を受ける際に必要となりますので大切に保管ください。 

※ 1か月の利用料の目安：（例）従来型多床室、要介護3、1割負担の方の場合 

基本料金 強化型1014単位 × 【地域加算 10.54】×0.1 （負担割合率）＝【基本金額1068円】 

該当する加算単位× 【地域加算 10.54】×0.1 （負担割合率）＝【加算金額】 

（【基本金額1068円】＋【加算金額】）×利用日数 ＋ 介護保険給付対象外サービス費＝ 《利用料金》 

 

③  料金表：基本料金 

基本型 個室  多床室 

要 介 護 1 717単位 793単位 

要 介 護 2 763単位 843単位 

要 介 護 3 828単位 908単位 

要 介 護 4 883単位 961単位 

要 介 護 5 932単位 1.012単位 

 

在宅強化型 個室  多床室 

要 介 護 1 788単位 871単位 

要 介 護 2 863単位 947単位 

要 介 護 3 928単位 1.014単位 

要 介 護 4 985単位 1.072単位 

要 介 護 5 1.040単位 1.125単位 

 

④  加算料金表（1日につき） 

加算種類 単位（1日につき） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22単位 

夜勤職員配置加算 24単位 

栄養マネジメント強化加算《厚労省に情報提供》 11単位 

腎臓病食・肝臓病食・糖尿病食等の療養食加算 

《1回につき加算、1日3回を 限度》 
＊ 6単位/回  

初期加算（Ⅰ）《空床情報公表・急性期病院の一般床を30日以内に退院》 60単位（入所後30日間のみ） 

初期加算（Ⅱ）《上記Ⅰ以外》入所後30日間のみ算定 30単位（入所後30日間のみ） 

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 

《１回/月の評価と厚労省に情報提出》 
258単位（入所後3月以内） 

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 200単位（入所後3月以内） 

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ） 

        《一体的取組の推進と厚労省に情報提供》 
53単位/月 



リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ） 

《厚労省に情報提供》 
＊ 33単位/月 

緊急時治療管理（連続3日限度） 518単位 

若年認知症入所者受入加算 120単位 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 240単位（3ヶ月以内、週3日まで） 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 

        《退所先（居宅・社会福祉施設）への訪問》 
120単位 

認知症ケア加算 76単位 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 3単位 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） 4単位 

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 150単位 

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 120単位 

認知症行動心理症状緊急対応加算（入所日より7日を限度） 200単位 

所定疾患施設療養費Ⅰ（月に1回7日を限度） 239単位 

所定疾患施設療養費Ⅱ（月に1回10日を限度） 480単位 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ（加算型老健） 51単位 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ（超強化型老健） 51単位 

入所前後訪問指導加算Ⅰ 450単位 

入所前後訪問指導加算Ⅱ 480単位 

入退所前連携加算Ⅰ 600単位 

入退所前連携加算Ⅱ 400単位 

試行的退所時指導加算 

（1月以上の入所期間を経て、試行的に退所する場合） 
400単位 

安全対策体制加算（入所初日、１回を限度）） 20単位 

退所時情報提供加算（Ⅰ）《居宅・社会福祉施設へ退所》 500単位 

退所時情報提供加算（Ⅱ）《医療機関へ退所》 250単位 

訪問看護指示加算（入所者1人につき1回を限度） 300単位 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ（入所者1人につき1

回を限度） 
140単位 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ（入所者1人につき1

回を限度） 
70単位 

かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ（Ⅰに加え厚労省に情報提

供） 
240単位 

かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ（ⅠとⅡに加え、薬剤減し

た場合） 
100単位 

褥瘡マネジメント加算Ⅰ（厚労省に情報提供） ＊ 3単位/月  

褥瘡マネジメント加算Ⅱ（Ⅰに加え褥瘡発生が無い場合） ＊ 13単位/月 

科学的介護推進体制加算Ⅰ（厚労省に心身の情報提出） ＊ 40単位/月 

科学的介護推進体制加算Ⅱ （Ⅰの情報に加え、疾病や薬剤

情報も提出） 
＊ 60単位/月 

自立支援促進加算（厚労省に情報提供） ＊ 300単位/月 

排せつ支援加算Ⅰ（厚労省に6ヵ月毎に情報提出） ＊ 10単位/月  

排せつ支援加算Ⅱ（Ⅰに加え、改善した場合） ＊ 15単位/月 

排せつ支援加算Ⅲ（Ⅰ・Ⅱに加え、悪化なくオムツの使用が無い場合） ＊ 20単位/月 

経口維持加算Ⅰ ＊ 400単位/月  



経口維持加算Ⅱ（Ⅰに加え加算） ＊ 100単位/月  

口腔衛生管理加算Ⅰ （口腔ケアを月2回以上指導） ＊ 90単位/月  

口腔衛生管理加算Ⅱ（Ⅰに加え厚労省に情報提供） ＊ 110単位/月  

退所時栄養情報連携加算 70単位 

再入所時栄養連携加算（入所者1人につき1回を限度） ＊ 200単位 

経口移行加算（6カ月） 28単位 

外泊時費用（施設が在宅サービスを提供・月6日限度） 800単位 

外泊時費用（月6日限度） 362単位 

ターミナルケア加算（死亡日） 1.900単位 

ターミナルケア加算（死亡日の前々日と前日） 910単位 

ターミナルケア加算（死亡日の4～30日前） 160単位 

ターミナルケア加算（死亡日の31～45日前） 72単位 

※ターミナルケア加算については死亡月にまとめて算定します。 

協力医療機関連携加算（1）《R6年度まで》 100単位/月 

協力医療機関連携加算（1）《R7年度から》 50単位/月 

協力医療機関連携加算（2）《R7年度から》 5単位/月 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10単位/月 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 5単位/月 

新興感染症等施設療養費（１月に1回５日を限度） 240単位 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 100単位/月 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 10単位/月 

介護職員等ベースアップ等支援加算 R6年5月31日まで ＊所定単位×8/1000／月 

介護職員処遇改善加算 （Ⅱ）R6年5月31日まで ＊所定単位×29/1000／月 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）R6年5月31日まで ＊所定単位×21/1000／月 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）R6年6月1日から ＊所定単位×75/1000／月 

身体拘束廃止未実施減算 90/100 

安全管理体制未実施減算（１日あたり） -5単位 

高齢者虐待防止未実施減算 -1/100単位 

業務継続計画未策定減算 -3/100単位 

栄養ケア・マネジメントを実施していない場合 -14単位 

                        ＊印は「月」および「回数」毎の算定となります。 

⑤ 外泊時の費用 

 要介護状態区分にかかわらず、1日につき362単位となります。ただし1ヶ月に7泊（6日分）を限

度とします。 

 

⑥ 介護保険給付対象外サービスの利用料 

介護保険給付対象外サービスの利用料は全額負担となります。 

種類 内容 利用料 

食費 
朝食480円  昼食720円  夕食700円 

おやつ100円 
2,000円／日 

嗜好品 各種嗜好品 その都度実費 

居住費 
個室 

多床室（２人室・4人室） 

個室 1,700円／日 

多床室490円／日 

★特別な室料 
個室（テレビ・冷蔵庫・椅子テーブル） 

2人室（テレビ・冷蔵庫・椅子テーブル） 

個室 2,100円／日  

2人室 1,980円／日   



理髪・美容 要予約 
散髪      2,000円／回 

顔そりのみ   1,500円／回 

※日常生活品費     

ボディソープ・リンスインシャンプー・バスタオ

ル・紙おしぼり・洗顔用タオル・整髪剤・化粧水・

歯ブラシ・入れ歯洗浄剤・口腔用綿棒・口腔用ス

ポンジブラシ・マウスウォッシュ・持ち帰り用オ

ムツおよびパット 

※下記参照 

教養娯楽費 レクレーション材料 その都度実費 

コインランドリ

ー 

洗濯機 

乾燥機 

        100円／回 

       100円／1回30分 

ネット洗濯 入浴セットの準備は含みません 1.100円／回 

荷物預かり 持ち込み備品（衣服・電化製品・日用品など） 3.815円／日 

★文書料 

他施設への診療情報提供書 

死亡診断書 

支払証明書 

その他証明書 

1.500円／通 

4.000円／通 

1.000円／通 

別途 

その他 死後処置料 7.300円／回 

★ 消費税別途必要 

※ 日常生活品費 

          項目 金額（1日あたり） 

ボディーソープ・リンスインシャンプー ＃1     15円 

バスタオルセット ＃2     100円 

紙おしぼり     10円 

洗顔用タオル     50円 

整髪剤     15円 

化粧水     10円 

 口腔ケアセット（歯ブラシ、入れ歯洗浄剤、口腔用スポンジ、マウ

スウォッシュ・口腔用綿棒） 

 

10円 

 持ち帰り用オムツ ・パンツ 140円/枚 

持ち帰り用尿取りパット      40円/枚 

☆ ＃1・＃2につきましては、週２回の入浴時に使用しますが、日割り計算した金額になりま

すので、入浴日以外にもご負担いただきます。価格は変動いたします。 

 

⑦利用料等のお支払い方法 

毎月月末締めとし、翌月10日までに当月分の請求明細書を発行します。「預金口座振替依頼書」の手

続き完了後、翌月27日に自動引き落としにて徴収いたします。入所契約時に窓口担当者にご相談く

ださい。 

※請求書及び領収書は利用者宅へ郵送させていただきます。郵送先変更の場合は1階事務所までご連 

絡ください。 

 ※初回月に関しましては振替手続きに間に合わない場合があります。その場合は振込にてお願い致し 

ます（振込手数料はご負担願います） 

 

⑧ 施設が提供するサービス内容に関する苦情等相談窓口 

 本施設の提供する介護保険施設サービスに対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申

し出ることができ、又は、備え付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」

に投函して申し出ることができます。 



事業者が提供するサービス内容に関する苦情等相談窓口 

施設苦情相談窓口 

窓口責任者 廣居 克明・坂根 朋子 

ご利用時間 （平日） 8：30～17：00 

電話番号 078-595-2323 

FAX番号 078-595-2717 

 

＊介護保険の苦情や相談に関しては他に、下記の相談窓口があります。 

外部苦情相談窓口 

○（介護保険サービスに関すること） 

神戸市福祉局監査指導部 

電話322-6242 受付時間8：45～12：00 13：00～17：30（平日） 

○養介護施設従事者等による高齢者虐待通報専用電話（監査指導部内） 

電話322-6774 受付時間8：45～12：00 13：00～17：30（平日） 

○（介護保険サービスに関すること） 

兵庫県国民健康保険団体連合会 

電話332-5617 受付時間8：45～17：15（平日） 

○（サービスの質や契約に関すること） 

神戸市消費生活センター 

電話371-1221 受付時間9：00～17：00（平日） 

 

5 事故発生の防止及び発生時の対応 

 本施設は、事故の発生またはその再発を防止するための措置を講じています。 

 ・事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備してい 

ます。 

 ・事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その 

分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備しています。 

 ・事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる）及び従業者に対 

する定期的な研修を実施しています。 

 ・措置を適切に実施する為の担当者を設置しています。 

 

6 非常災害対策 

 本施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害等の関係機関への通報及び連携体制を整備

し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っていま

す。また訓練の実施にあたり、地域住民の参加が得られるよう連携に努めています。 

 

7 虐待防止に関する事項 

 本施設は利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じています。 

 ・虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる）を定期 

的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

 ・虐待防止のための指針を整備しています。 

 ・虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

 ・措置を適切に実施する為の担当者を設置しています。 

 

 

 

 

 



8 身体の拘束など 

本施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、当該利用者または他の利用者等の

生命または身体を保護するため等、緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、本施設の医師がその様態及

び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載するとともに、家族

又はその家族代表者の同意を得た上で、身体拘束・その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあ

ります。 

・緊急やむを得ず身体拘束を行った場合は、身体拘束経過観察記録にて、状態等の観察・再検討を行

います。 

・当施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員 

会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を3月に1回以上開催するとと 

もに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図っています。 

 ・身体的拘束等の適正化のための指針を整備しています。 

 ・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しています。 

 

9 衛生管理など 

 当施設は、入所者の使用する施設、食器その他の施設又は飲用に供する水について、衛生的な管理に 

努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに医薬品及び医療機器の管理を適正に行います。また施 

設において、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講じます。 

 ・施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の予防のための対策を検討する委員会（テレビ電 

話装置等を活用して行うことができる）を、概ね３ヶ月に１回以上開催するとともに、その結果に 

ついて、従業者に周知徹底を図ります。 

 ・施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備しています。 

 ・施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の予防のための研修並びに感染 

症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施しています。 

 ・そのほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」 

に沿った対応を行います。 

 

10 業務継続計画の策定 

 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護保健施設サービスの提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業

務継続計画に従い必要な措置を講じます。また施設は従業者に対し、業務継続計画について周知すると

ともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施、また定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ

て業務継続計画の変更を行います。 

 

11 その他運営に関する留意事項 

・全ての従業者（看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法8条第２項に規定する政令で定

める者等の資格を有する者、その他これに類する者を除く）に対し、認知症介護に係る基礎的な研

修を受講させるために必要な措置を講じています。また従業者の資質向上のために研修の機会を設

け、業務の執行体制についても検証・整備しています。 

・従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。また施設は、従業者であった 

者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後におい 

てもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約内容としています。 

・当施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な 

言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 

従業者の就労環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じています。 

 ・当施設は第３者による評価は受けておりませんが、市区町村等からの照会事項や運営指導に対して 

適切に対応し、介護サービスの資質向上に努めています。 



12 緊急時の対応及び協力医療機関等 

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、下記の医療機関や歯科医療機関に速やかに対応

をお願いするようにしています。 

 

医 療 機 関 

病院名 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院 

診療科 産科を除く全診療科 

所在地 兵庫県神戸市北区惣山町2丁目1番1号 

電話番号 （078）594-2211 

歯 科 機 関 

病院名 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院 

診療科 歯科・口腔外科 

所在地 兵庫県神戸市北区惣山町2丁目1番1号 

電話番号 （078）594-2211 

 

13 施設利用にあたっての留意点 

 

面会・来訪 
面会時間→8：00～20：00（感染症等による制限あり） 

面会時間を遵守し、必ずその都度面会簿にご記入下さい。 

喫煙・飲酒 敷地内、全館禁煙・禁酒です。 

外出・外泊 

外出・外泊の際は、必ず訪問先と帰宅日時を前日の午前11時までに

職員へ申出て下さい。土・日曜日は金曜日の午前11時までに申し出

てください 

※届け出が遅れますと、食事代を頂くこととなりますのでご注意く

ださい。 

所持金管理 

所持金品は自己責任のもと管理して下さい。施設での金銭管理は一

切行っておりませんので、多額の金銭はお持ちにならないようお願

いいたします。キャシュカード・印鑑・貯金通帳等の持ち込みはお

避け下さい。 

ペット飼育 施設内へのペットの持ち込み及び飼育は厳禁です。 

居室・設備の利用 
施設内の設備器具等は本来の用法に従ってください。ご利用により

破損等が生じた場合、賠償いただくことがあります。 

外泊時等の施設外受診 受診前に、まずは当施設へご連絡ください。 

迷惑行為 

騒音又は他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮下さい。またハラス

メントな言動・行動は、契約書第 16 条（本施設の解除権）により

契約を解除する場合もあります。 

宗教・政治活動 施設内での執拗な宗教・政治活動はご遠慮下さい。 

医療機関への受診 施設医師の医学的判断に基づいての受診となります。 

持参物の引き取り 

退所（入院も含む）となった場合、速やかに持参物はお持ち帰り下

さい。場合によっては料金を頂きます。 

※⑥介護保険給付対象外サービスの利用料「荷物預かり」参照。 

 


